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兵庫県告示第801号 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の

支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定により、医療を担当する機関を次のとおり指定

した。 

  平成25年５月28日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

兵庫県公報
発  行  人 

兵   庫   県 
神戸市中央区下山手通 

５丁目10番１号 

毎週火曜日及び金曜日発行、 

その日が休日のときはその翌日 （兵庫県民の旗＝県旗）平成25年５月28日 火曜日  第 2495 号 
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指定医療機関 

名 称 所在地 開設者 指定年月日 

守内歯科医院 
明石市松が丘２―３―３ コムボックス明

舞３Ｆ 
守 内 伸 行 平成25年３月１日

渡辺眼科 同  上 相 馬 葉 子 同 

さかねクリニック 同  上 坂 根 正 芳 同 

わかくさ診療所 明石市小久保５―17―３ 高   弘 一  同 

花月薬局洲本伊月病院前店 洲本市桑間422 株式会社ＧＩＮ 平成25年４月１日

いしかわ整形在宅クリニッ

ク 

伊丹市中野西３―１―１ マイシティ伊丹

壱番館106 

医療法人社団いしかわ整形

在宅クリニック 
同 年３月１日

医療法人晴風園伊丹今井病

院 
同 市鋳物師５―79 医療法人晴風園 同 年４月１日

板垣薬局 豊岡市大手町４―５ アイティ１Ｆ 板 垣 貴 之 同 年３月１日

うおさき歯科クリニック 同 市出石町町分391―８ 魚 﨑 一 宏 同 年４月１日

訪問看護ステーションひか

り 
同 市森217―４ 

合同会社たじま在宅ケアサ

ービス 
同  月10日

Ｎｏｒｉ Ｄｅｎｔａｌ

Ｃｌｉｎｉｃ 
たつの市龍野町柳原33―２ 久 保 勝 宣 平成25年１月７日

かどめ歯科医院 同  市龍野町日飼373 井 上 浩 幸 同 年２月９日

せの内科クリニック 赤穂市尾崎3158―６ 瀬 野 匡 巳 同 年４月１日

ふじ薬局尾崎店 同  上 株式会社フジファーマシー 同 

訪問看護ステーション憩 宝塚市寿町９―５ 社会福祉法人西谷会 平成24年６月25日

たかだ歯科 同 市逆瀬川１―15―７ 高 田   剛 平成25年１月17日

松野歯科医院 同 市野上１―１―３ シャローム逆瀬川 松 野   茜 同 年３月１日

ひまわり薬局サンテラス店 三木市志染町西自由が丘１―840 有限会社ひまわり薬局 平成24年12月１日

中道歯科医院 篠山市立町35―１ 中 道 賢 一 平成25年３月１日

リンク調剤薬局 淡路市生穂1895―１ 
株式会社ＪＯＨメディカル

プランニング 
同 年４月１日

秋澤診療所 
加古郡播磨町北本荘２―７―１ 柴屋ビル

２階 
秋 澤   一 同 

 

 

兵庫県告示第802号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自

立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定により、次の指定医療機関から名称等の変

更、廃止、休止及び再開の届出があった。 

  平成25年５月28日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 名称等の変更の届出があった指定医療機関 
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名 称 所在地 変更内容 変更前 変更後 変更年月日 

医療法人社団順心

会順心リハビリテ

ーション病院 

加古川市神野町石守1632 
医療機関名

称 

医療法人社団順心

会幸生リハビリテ

ーション病院 

医療法人社団順心

会順心リハビリテ

ーション病院 

平成25年４月１日

順心会訪問看護ス

テーション加古川 
同  上 同  上

つばさ訪問看護ス

テーション幸生 

順心会訪問看護ス

テーション加古川 
同 

医療法人社団順心

会順心リハビリテ

ーション病院 

同  上 同  上

医療法人社団順心

会幸生リハビリテ

ーション病院 

医療法人社団順心

会順心リハビリテ

ーション病院 

同 

順心会訪問看護ス

テーション宝殿 

加古川市米田町平津426―

１ 
同  上

つばさ訪問看護ス

テーション宝殿 

順心会訪問看護ス

テーション宝殿 
同 

社会福祉法人枚方

療育園医療福祉セ

ンターさくら 

三田市東本庄1188 同  上

社会福祉法人枚方

療育園さくら療育

園 

社会福祉法人枚方

療育園医療福祉セ

ンターさくら 

平成25年２月１日

２ 廃止の届出があった指定医療機関 

名 称 所在地 開設者 廃止年月日 

守内歯科医院 明石市松が丘２―３―７ 松が丘ビル２Ｆ 守 内 伸 行 平成25年２月28日

渡辺眼科 同  上 渡 辺 至 子 同 

渡辺眼科 同  上 相 馬 葉 子 同 

さかねクリニック 同  上 坂 根 正 芳 同 

わかくさ診療所 明石市小久保５―17―３ 医療法人社団倫生会 同 

いしかわ整形在宅クリニッ

ク 

伊丹市中野西３―１―１ マイシティ伊丹

壱番館106 
石 川 昌 彦 同 

Ｎｏｒｉ Ｄｅｎｔａｌ

Ｃｌｉｎｉｃ 
たつの市龍野町柳原33―２ 久 保   勝 平成25年１月６日

かどめ歯科医院 同  市龍野町日飼373 井 上 佑 介 同 年２月８日

柏木整形外科医院 西脇市西脇1058 柏 木   博 同 年３月31日

訪問看護ステーション憩 
宝塚市三笠町６―29 谷添ハイツＢ棟201

号 
社会福祉法人西谷会 平成24年６月24日

たかだ歯科 
同 市中州１―２―24 縁樹逆瀬川アーバ

ンライフ106 
高 田   剛 平成25年１月16日

ひまわり薬局サンテラス店 三木市志染町西自由が丘１―840 有限会社ひまわり薬局 平成24年11月30日

中道歯科医院 篠山市藤之木475―１ 中 道 賢 一 平成25年２月７日

カワセ薬局 養父市八鹿町八鹿867 川 瀬 永 一 同 年３月20日

３ 休止の届出があった指定医療機関 

名 称 所在地 開設者 休止年月日 

訪問看護ステーションあさ

ひ 

明石市林崎町２―１―40 エトワール林崎

101号 
有限会社ペルソナあさひ 平成25年３月31日
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４ 再開の届出があった指定医療機関 

名 称 所在地 開設者 再開年月日 

川井整形外科 高砂市神爪２―２―７ 川 井 和 夫 平成25年４月１日

 

 

兵庫県告示第803号 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国

後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定により、居宅介護若しくは居宅介護

支援計画の作成、福祉用具の給付、施設介護、介護予防若しくは介護予防支援計画の作成又は介護予防福祉用

具の給付を担当する機関を次のとおり指定した。 

  平成25年５月28日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

指定介護機関 

名 称 所在地 開設者 サービス種類 指定年月日 

訪問介護ステーション

紅葉 
明石市野々上１―12―21 有限会社コーワ 

訪問介護、介護予防

訪問介護 
平成25年３月１日

デイサービスセンター

紅葉 
同  上 同  上 

通所介護、介護予防

通所介護 
同 

居宅介護支援センター

紅葉 
同  上 同  上 居宅介護支援 同 

リハビリデイサービス

ｎａｇｏｍｉ西明石店 
明石市小久保４―12―６ モリス株式会社 

通所介護、介護予防

通所介護 
平成25年４月１日

やじろべえ居宅介護支

援事業所 
同 市大久保町西島391―４ 

特定非営利活動法人宅

老所やじろべえ 
居宅介護支援 同 

エルケア株式会社エル

ケア芦屋ケアセンター 

芦屋市春日町14―22 芦屋パ

インクレスト101Ａ 
エルケア株式会社 

訪問介護、介護予防

訪問介護 
同 

むろさきクリニック 伊丹市野間１―８―12 室 﨑 伸 和 

居宅療養管理指導、

介護予防居宅療養管

理指導 

平成24年12月１日

ウェルフェアー伊丹グ

ループホーム 
同 市野間北５―７―20 

ウェルフェアー株式会

社 

認知症対応型共同生

活介護、介護予防認

知症対応型共同生活

介護 

平成25年３月11日

医療法人晴風園訪問看

護・リハビリステーシ

ョンせいふう 

同 市鋳物師５―79 医療法人晴風園 

訪問看護、居宅療養

管理指導、介護予防

訪問看護、介護予防

居宅療養管理指導 

同  月18日

魚橋病院 
相生市若狭野町若狭野235―

26 
医療法人社団魚橋会 

訪問リハビリテーシ

ョン、居宅療養管理

指導、介護予防訪問

リハビリテーショ

ン、介護予防居宅療

養管理指導 

同  月１日
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デイサービスセンター

布施の郷相生 
同 市旭３―1176―８ 三光建設工業株式会社

通所介護、介護予防

通所介護 
平成25年４月１日

訪問看護ステーション

ひかり 
豊岡市森217―４ 

合同会社たじま在宅ケ

アサービス 

訪問看護、居宅療養

管理指導、介護予防

訪問看護、介護予防

居宅療養管理指導 

同 年３月１日

デイサービスセンター

中山ちどり 
宝塚市中山桜台１―７―１ 

社会福祉法人晋栄福祉

会 

通所介護、介護予防

通所介護 
同 

ポラリスデイサービス

センター伊孑志 
同 市伊孑志２―15―３ 

株式会社アイ・ステッ

プ 
同  上 平成25年４月１日

宝塚ライフケア 同 市安倉中３―10―１ 
株式会社宝塚ライフケ

ア 
居宅介護支援 同 

プラチナ・シニアホー

ム宝塚逆瀬川 
同 市伊孑志１―７―37 株式会社レイクス２１

特定施設入居者生活

介護、介護予防特定

施設入居者生活介護 

平成25年４月９日

アサヒサンクリーン在

宅介護センター高砂 

高砂市神爪１―13―16 エル

ムプラザ１階Ｂ室 

アサヒサンクリーン株

式会社 

訪問入浴介護、介護

予防訪問入浴介護 
  同  月１日

おたふく訪問介護サー

ビス 

川西市下加茂１―24―17 西

側 
株式会社おたふく 

訪問介護、介護予防

訪問介護 
同 

大槻歯科医院 三田市南が丘１―30―17 
医療法人社団おおつき

会 

居宅療養管理指導、

介護予防居宅療養管

理指導 

平成24年12月１日

訪問介護センターひな

たぼっこ 
同 市高次２―５―１ 株式会社コラボネット

訪問介護、介護予防

訪問介護 
平成25年３月26日

居宅介護支援センター

ひなたぼっこ 
同  上 同  上 居宅介護支援 同 

黒豆訪問介護サービス 
三田市相生町24―28 本町第

二ビル201号 
合同会社はなお 

訪問介護、介護予防

訪問介護 
平成25年４月１日

丹波ふれあい薬局 
丹波市氷上町香良字中山田

614―３ 
株式会社ヒロヒューマ

居宅療養管理指導、

介護予防居宅療養管

理指導 

同 年５月１日

デイサービスセンター

元気の家 
南あわじ市広田広田460―１ 

Ｄ．ＤＲＥＡＭＳ合同

会社 

認知症対応型通所介

護、介護予防認知症

対応型通所介護 

同 年４月１日

居宅介護支援事業所元

気の家 
同  上 同  上 居宅介護支援 同 

小規模多機能型居宅介

護事業所ほほえみ 
佐用郡佐用町米田410―３ 

株式会社岡尾医院松寿

会 

小規模多機能型居宅

介護、介護予防小規

模多機能型居宅介護 

平成25年２月４日

居宅介護支援事業所ほ

ほえみ 
同  上 同  上 居宅介護支援 同 年４月４日
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兵庫県告示第804号 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条の２及び中国残留邦人等

の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定に

より、次の指定介護機関から名称等の変更、廃止及び休止の届出があった。 

  平成25年５月28日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 名称等の変更の届出があった指定介護機関 

名 称 所在地 変更内容 変更前 変更後 変更年月日 

順心会居宅介護支

援センター加古川 
加古川市神野町石守1632 事業者名称

つばさ居宅介護支

援センター幸生 

順心会居宅介護支

援センター加古川 
平成25年４月１日

順心会訪問看護ス

テーション加古川 
同  上 同  上

つばさ訪問看護ス

テーション幸生 

順心会訪問看護ス

テーション加古川 
同 

医療法人社団順心

会順心リハビリテ

ーション病院 

同  上 同  上

医療法人社団順心

会幸生リハビリテ

ーション病院 

医療法人社団順心

会順心リハビリテ

ーション病院 

同 

順心会居宅介護支

援センター宝殿 

加古川市米田町平津426―

１ ライフビル１Ｆ 
同  上

つばさ居宅介護支

援センター宝殿 

順心会居宅介護支

援センター宝殿 
同 

順心会訪問看護ス

テーション宝殿 

同  市米田町平津426―

１ 
同  上

つばさ訪問看護ス

テーション宝殿 

順心会訪問看護ス

テーション宝殿 
同 

２ 廃止の届出があった指定介護機関 

名 称 所在地 開設者 サービス種類 廃止年月日 

訪問介護ステーション

紅葉（もみじ） 
明石市野々上１―12―21 

有限会社ユニバーサル

ライフ 

訪問介護、介護予防

訪問介護 
平成25年２月28日

デイサービスセンター

紅葉 
同  上 同  上 通所介護 同 

居宅介護支援センター

紅葉 
同  上 同  上 居宅介護支援 同 

共進薬局 
伊丹市緑ヶ丘７―61―１ ド

ミール緑ヶ丘１Ｆ 

株式会社共進エンター

プライズ 

居宅療養管理指導、

介護予防居宅療養管

理指導 

平成25年１月20日

医療法人晴風園訪問看

護・リハビリステーシ

ョンせいふう 

同 市鋳物師４―87―１ ク

レールⅢ102 
医療法人晴風園 

訪問看護、居宅療養

管理指導、介護予防

訪問看護、介護予防

居宅療養管理指導 

 同 年３月17日

三田市地域包括支援セ

ンター 
三田市川除675 三田市長 

地域包括支援センタ

ー 
平成24年３月31日

ハートインライフ元気

の家 
南あわじ市広田広田460―１ 医療法人青志会 

認知症対応型通所介

護、介護予防認知症

対応型通所介護、居

宅介護支援 

平成25年３月31日
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小規模多機能型居宅介

護事業所ほほえみ 
佐用郡佐用町米田52―３ 

株式会社岡尾医院松寿

会 

小規模多機能型居宅

介護、介護予防小規

模多機能型居宅介護 

同 年１月16日

３ 休止の届出があった指定介護機関 

名 称 所在地 開設者 サービス種類 休止年月日 

訪問看護ステーション

あさひ 

明石市林崎町２―１―40 エ

トワール林崎101 

有限会社ペルソナあさ

ひ 

訪問看護、介護予防

訪問看護 
平成25年３月31日

 

 

兵庫県告示第805号 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条において準用する同法第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定により、施術を担

当する者を次のとおり指定した。 

  平成25年５月28日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

指定施術者 

施術者 施術所名称 所在地 指定年月日 

多 井 直 美 寿楽花彩 加古川市平岡町高畑801―15 平成25年３月１日 

北 川 智 規 訪問マッサージ西脇 西脇市黒田庄町船町693―４  同 年４月６日 

坂   浩 二 淡路接骨院 淡路市岩屋1351―２   同  月１日 

 

 

兵庫県告示第806号 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条において準用する同法第50条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定により、次の

指定施術者から名称等の変更の届出があった。 

  平成25年５月28日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

名称等の変更の届出があった指定施術者 

施術者及び 

施術所名称 
所在地 変更内容 変更前 変更後 変更年月日 

上 野 一 志 

大蔵谷接骨院 

明石市朝霧東町２―13―10

リバーサイド朝霧 
住所表示

明石市大蔵谷字清

水737―２ リバ

ーサイド朝霧 

明石市朝霧東町２

―13―10 リバー

サイド朝霧 

平成25年２月16日

山 崎 正 彦 

大蔵谷接骨院 
同  上 同  上 同  上 同  上 同 

 

 

兵庫県告示第807号 

 救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）第１条の規定により、次の医療機関を救急病院と認定

した。 
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  平成25年５月28日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 名 称  原泌尿器科病院 

所 在 地  神戸市中央区北長狭通５丁目７番17号 

認 定 年 月 日  平成25年５月９日 

認定の有効期限  平成28年５月８日 

２ 名 称  神鋼病院 

所 在 地  神戸市中央区脇浜町１丁目４番47号 

認 定 年 月 日  平成25年４月１日 

認定の有効期限  平成28年３月31日 

３ 名 称  神戸マリナーズ厚生会病院 

所 在 地  神戸市中央区中山手通７丁目３番18号 

認 定 年 月 日  平成25年５月１日 

認定の有効期限  平成28年４月30日 

４ 名 称  川崎病院 

所 在 地  神戸市兵庫区東山町３丁目３番１号 

認 定 年 月 日  平成23年２月21日 

認定の有効期限  平成26年２月20日 

５ 名 称  医療法人社団一高会 野村海浜病院 

所 在 地  神戸市須磨区須磨浦通２丁目１番41号 

認 定 年 月 日  平成25年５月９日 

認定の有効期限  平成28年５月８日 

６ 名 称  明石医療センター 

所 在 地  明石市大久保町八木743番地33 

認 定 年 月 日  平成25年３月１日 

認定の有効期限  平成28年２月29日 

７ 名 称  明石市立市民病院 

所 在 地  明石市鷹匠町１番33号 

認 定 年 月 日  平成25年３月30日 

認定の有効期限  平成28年３月29日 

 

兵庫県告示第808号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、次の土地改良区から役員の就任の届出があ

った。 

  平成28年５月28日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

上部井土地改良区 

就任役員 

  役員の区分        氏   名           住    所 

   理 事        喜 多 政 行      加古川市東神吉町神吉1000番地の３ 

 

兵庫県告示第809号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、次の土地改良区から役員の退任及び就任の

届出があった。 

  平成25年５月28日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

江井ヶ島土地改良区 

 退任役員 

  役員の区分        氏   名           住    所 
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   理 事        尾 仲 且 好      明石市大久保町江井島128番地 

    同         大 西 敏 和      同 市大久保町江井島792番地の２ 

   監 事        秋 田 保 英      同 市大久保町江井島341番地 

 就任役員 

  役員の区分        氏   名           住    所 

   理 事        木 戸 三代治      明石市大久保町江井島1275番地の２ 

    同         秋 田 保 英      同 市大久保町江井島341番地 

   監 事        大 西 敏 和      同 市大久保町江井島792番地の２ 

上八木土地改良区 

 退任役員 

  役員の区分        氏   名           住    所 

   理 事        藤 江 恵 康      南あわじ市八木養宜上616番地 

    同         喜 田 利 明      同   市八木養宜上437番地 

    同         坂 本 安 弘      同   市八木養宜上457番地 

    同         森   健太郎      同   市八木養宜上377番地 

    同         柏 木   剛      同   市八木養宜上394番地 

    同         林   学 志      同   市八木養宜上279番地 

    同         柏 木 宏 之      同   市八木養宜上121番地２ 

    同         柏 木 千 生      同   市八木養宜上212番地 

    同         柏 木   洋      同   市八木養宜上227番地 

    同         細 川 和 代      同   市八木養宜上1576番地 

    同         細 川 年 二      同   市八木養宜上334番地１ 

    同         宮 崎 純 直      同   市八木養宜上上1048番地１ 

    同         前 川 太 一      同   市八木養宜上1114番地８ 

    同         堀 川 博 久      同   市八木野原221番地 

    同         塚 本 千 章      同   市八木野原383番地１ 

   監 事        出 口 智 康      同   市八木養宜上439番地１ 

    同         柏 木 啓 伸      同   市八木養宜上334番地 

    同         柏 木 大一良      同   市八木養宜上230番地 

 就任役員 

  役員の区分        氏   名           住    所 

   理 事        細 川   満      南あわじ市八木養宜上1561番地 

    同         藤 江 唯 覗      同   市八木養宜上487番地 

    同         秀   道 晴      同   市八木養宜上175番地２ 

    同         藤 江   等      同   市八木養宜上60番地１ 

    同         中 村 凱 朗      同   市八木養宜上440番地 

    同         前 田 充 康      同   市八木養宜上389番地 

    同         柏 木   尚      同   市八木養宜上394番地４ 

    同         中 川 智 博      同   市八木養宜上295番地 

    同         山 田 和 弘      同   市八木養宜上242番地 

    同         柏 木 茂 和      同   市八木養宜上196番地 

    同         細 川 康 富      同   市八木養宜上1575番地 

    同         柏 木 啓 伸      同   市八木養宜上上334番地 

    同         前 川 太 一      同   市八木養宜上1114番地８ 

    同         谷 川   昇      同   市八木野原296番地１ 

    同         野 口 幸 男      同   市八木野原332番地２ 

   監 事        柏 木 大一良      同   市八木養宜上230番地 

    同         門 田 規 秀      同   市八木養宜上454番地１ 

    同         細 川 知 大      同   市八木養宜中347番地 

北淡路土地改良区 



平成25年５月28日 火曜日   兵 庫 県 公 報          第 2495 号 

10 

 退任役員 

  役員の区分        氏   名           住    所 

   理 事        森 本 安 市      淡路市小田1164番地 

    同         森   繁 信      同 市長畠806番地 

    同         岡 畑 昭 夫      同 市野島常盤127番地２ 

    同         薮 田 隆 男      同 市野島常盤236番地 

    同         中 山 茂 樹      同 市野島蟇浦116番地 

    同         大 上   朗      同 市浦2147番地 

        同         新 阜 京 一      同 市楠本391番地 

        同         古 南 正 勝      同 市中持467番地 

    同         松 林 優 次      同 市岩屋1187番地１ 

   監 事        栗 山   守      同 市楠本1907番地 

    同         相 坂 有 俊      同 市斗ノ内1385番地 

    同         岩 本 偵 司      同 市楠本725番地 

 就任役員 

  役員の区分        氏   名           住    所 

   理 事        古 南 正 勝      淡路市中持467番地 

    同         大 上   朗      同 市浦2147番地 

    同         新 阜 京 一      同 市楠本391番地 

    同         森   繁 信      同 市長畠806番地 

    同         松 林 優 次      同 市岩屋1187番地１ 

    同         森 本 安 市      同 市小田1164番地 

        同         岡 本 孝 信      同 市野島常盤395番地 

        同         森 口   哲      同 市野島常盤507番地 

    同         中 山 茂 樹      同 市野島蟇浦116番地 

   監 事        岩 本 偵 司      同 市楠本725番地 

    同         相 坂 有 俊      同 市斗ノ内1385番地 

    同         栗 山   守      同 市楠本1907番地 

 

兵庫県告示第810号  

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、次の土地改良区の定款の変更を認可した。 

  平成25年５月28日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

土地改良区の名称 認可年月日 

加陽土地改良区 平成25年５月10日 

野々池土地改良区 平成25年５月８日 

 

 

兵庫県告示第811号 

 漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第113条の２第１項第１号の規定により、次の加入区については、

平成21年兵庫県告示第654号（漁船保険の付保義務の発生）で告示した加入区の指定による保険に付すべき義務

は、平成25年６月９日限りで消滅する。 

  平成25年５月28日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三 

 高砂加入区 

 伊保加入区 

 洲本加入区 
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 炬口加入区 

 南淡加入区 

 

兵庫県告示第812号 

 漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第112条の２第２項の規定により提出された義務付保同意成立届を

審査した結果、次の加入区については、同法第112条第１項の規定による同意があったものと認めた。 

なお、保険に付すべき義務は、平成25年６月10日から発生する。 

  平成25年５月28日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三 

 高砂加入区 

 伊保加入区 

 洲本加入区 

 炬口加入区 

 南淡加入区 

 

兵庫県告示第813号 

 兵庫県漁業調整規則（昭和41年兵庫県規則第48号）第47条第２項の規定により、次のとおり聴聞を行う。 

  平成25年５月28日  

                                    兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 件名 

    漁業関係法令違反に係る停泊命令 

２ 日時 

  平成25年６月12日（水）午前11時00分から午前11時15分まで 

３ 場所 

    神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

    兵庫県庁第１号館10階 農政環境部会議室 

 

兵庫県告示第814号 

 土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第２項の規定により、形質変更時要届出区域の指定を次のと

おり解除する。 

  平成25年５月28日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三 

１ 指定を解除する区域 

  平成25年兵庫県告示第193号により指定した区域（佐用郡佐用町家内字柳原448番１、451番、451番２、454

番１、481番１の一部）の全部 

２ 特定有害物質の名称 

  シアン化合物、砒素及びその化合物 

３ 当該区域において講じられた汚染の除去等の措置 

  土壌汚染の除去 

 

兵庫県告示第815号 

測量法（昭和24年法律第188号）第14条第２項の規定により、国土地理院長から次のとおり基本測量が終了し

た旨の通知があった。 

平成25年５月28日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 作業種類 

基本測量（「電子国土基本図（地図情報）」修正測量） 

２ 作業期間 
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平成24年５月25日から平成25年３月29日まで 

３ 作業地域 

  兵庫県内全域 

 

兵庫県告示第816号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、赤穂市長から次の

とおり公共測量を実施する旨の通知があった。 

平成25年５月28日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 作業種類 

   公共測量（道路３次元データ計測） 

２ 作業期間 

平成25年５月20日から平成26年２月28日まで 

３ 作業地域 

赤穂市全域 

 

兵庫県告示第817号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の規定により、道路の区域を次のように変更し、平成25年５月28日か

ら供用を開始し、在来道路の供用を廃止する。 

 その関係図面は、平成25年５月28日から２週間、丹波県民局丹波土木事務所において一般の縦覧に供する。 

  平成25年５月28日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

道  路  の  区  域 
道 路 の 種 類 

路 線 名 
区     間 旧新

敷地の幅員
（メートル）

延 長 
（メートル） 

備考

旧
13.0から

54.0まで
226.0 

県道 

篠 山 山 南 線 

丹波市山南町太田字柿木谷2005番１から 

同 市山南町太田字柿木谷2007番１まで 

新
13.0から

50.0まで
226.0 

 

 

 

兵庫県告示第818号 

 宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号）第65条第２項の規定により、次のとおり処分した旨東播磨県民局

長から報告があった。 

  平成25年５月28日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 被処分者 

 商号又は名称  株式会社Ｌ＆Ａ．ｐｒｏｊｅｃｔ 

  代表者氏名  中 村 和 也 

  事務所所在地  明石市藤江2028番地の37 

  免 許 番 号  兵庫県知事(2)第401244号 

  免許年月日  平成22年７月13日 

２ 処分の内容 

  平成25年６月10日から同月16日までの７日間の業務停止 

３ 業務停止の範囲 

  宅地建物取引業に関する一切の業務 
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公 告 

 

   随意契約の相手方等の公示 

 ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達の随意契約の相手方等について、次のとおり公示

する。 

 平成25年５月28日 

                                 契約担当者 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 随意契約に係る物品等又は役務の名称及び数量 

  県庁ＷＡＮ運用管理業務委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  兵庫県企画県民部情報企画課システム管理室 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  平成25年４月１日 

４ 随意契約の相手方の名称及び住所 

  西日本電信電話株式会社兵庫支店 神戸市中央区海岸通11番 

５ 随意契約に係る契約金額 

  103,299,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約の理由 

  政府調達に関する協定第15条第１項(d)による。 

 

   随意契約の相手方等の公示 

 ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達の随意契約の相手方等について、次のとおり公示

する。 

 平成25年５月28日 

                                 契約担当者 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 随意契約に係る物品等又は役務の名称及び数量 

  財務会計及び給与システムのデータ移行業務委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局又はかいの名称及び所在地 

  兵庫県企画県民部情報企画課システム管理室 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  平成25年４月１日 

４ 随意契約の相手方の名称及び住所 

  株式会社エヌ・ティ・ティ・データ関西 大阪市北区堂島３丁目１番21号 

５ 随意契約に係る契約金額 

  49,003,500円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約の理由 

  政府調達に関する協定第15条第１項(d)による。 

 

   随意契約の相手方等の公示 

 ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達の随意契約の相手方等について、次のとおり公示

する。 

 平成25年５月28日 
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                                 契約担当者 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 随意契約に係る物品等又は役務の名称及び数量 

  財務会計システムに関するセンター運営業務委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局又はかいの名称及び所在地 

  兵庫県企画県民部情報企画課システム管理室 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  平成25年４月１日 

４ 随意契約の相手方の名称及び住所 

  株式会社エヌ・ティ・ティ・データ関西 大阪市北区堂島３丁目１番21号 

５ 随意契約に係る契約金額 

  42,052,500円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約の理由 

  政府調達に関する協定第15条第１項(d)による。 

 

特約業者の指定の取消し 

兵庫県税条例（昭和35年兵庫県条例第63号）第107条第３項の規定に基づき、次のとおり特約業者の指定を取

り消した。 

  平成25年５月28日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三 

氏名又は名称 主たる事務所又は事業所の所在地 指定取消年月日 

株式会社 菱芳砿産 姫路市広畑区西夢前台７丁目140番地 平成25年４月27日

 

 

   都市計画法第36条第３項に基づく工事完了公告 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定による許可に係る次の開発行為に関する工事は、完

了した。 

  平成25年５月28日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  小野市古川町字溝向65番１、71番１ 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名又は名称 

  西宮市今津上野町５番20号 

  藤井不動産株式会社 代表取締役 藤 井 政 雄 

３ 許可年月日及び許可番号 

  平成25年３月１日 

  兵庫県指令北播（加土）（建）第１－20号（24小野） 

 

入札公告 

  ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。 

平成25年５月28日 

契約担当者            

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１  調達内容 

(1) 調達物品及び数量 
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道路管理パトロール車 15台 

(2) 調達物品の特質等 

      調達物品の性能等に関し、契約担当者が入札説明書で指定する特質等を有すること。 

(3) 納入期限 

平成25年11月１日（金）～同月20日（水） 詳細は仕様書のとおり 

(4) 納入場所 

西宮土木事務所 西宮市櫨塚町２―28 １台 

宝塚土木事務所 宝塚市旭町２―４―15 １台 

宝塚土木事務所（三田業務所） 三田市天神１―10―14 １台 

加古川土木事務所 加古川市加古川町寺家町天神木97―１ ２台 

加東土木事務所 加東市社字西柿1075―２ １台 

加東土木事務所（多可事業所） 多可郡多可町中区中村町168―１ １台 

姫路土木事務所 姫路市北条１―98 １台 

光都土木事務所 赤穂郡上郡町光都２―25 １台 

龍野土木事務所 たつの市龍野町富永字田井屋畑1311―３ １台  

龍野土木事務所（宍粟事業所） 宍粟市山崎町庄能398―４ １台 

豊岡土木事務所 豊岡市幸町７―11 １台 

養父土木事務所 養父市八鹿町下網場320 １台 

丹波土木事務所 丹波市柏原町柏原688 １台 

洲本土木事務所 洲本市塩屋２―４―５ １台 

(5) 入札方法 

      上記(1)の物品について入札に付する。 

   落札決定に当たっては、入札金額の100分の５に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費

税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の105

分の100に相当する金額で入札すること。 

２  一般競争入札参加資格 

(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿

に登録されている者又は登録されていない者で開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定され

た者であること。 

(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

資格制限を受けていない者であること。 

(3) 参加申込みの期限日及び当該調達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けてい

ない者であること。 

(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225

号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

３  入札の参加申込み及び入札の方法等 

  入札は、書面又は電子によるものとし、参加申込方法等については次のとおりとする。 

(1) 書面による入札 

ア 申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 

       〒650-8567  神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

                   兵庫県出納局管理課  担当 橋本 

                   電話（078）341－7711 内線4947 ＦＡＸ（078）362－3928 

イ 参加申込みの期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期間 

       平成25年５月28日（火）から同年６月11日（火）まで 

午前９時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。） 

  ウ 入札の日時 

       平成25年７月８日（月）午後３時 兵庫県庁西館 １階小入札室 

  エ 入札書の提出期限 

上記ウの入札・開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送又は民間事業者によ
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る信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは

同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便（以下「郵送等」という。）

による入札については、平成25年７月５日（金）午後５時までに上記アの場所に必着のこと。 

(2) 電子による入札 

   兵庫県電子入札共同運営システム（以下「電子入札システム」という。）の利用による入札（以下「電子

入札」という。）及び開札手続を行うものとし、この場合は以下によること。 

ア 参加申込みの期間 

平成25年５月28日（火）午前９時から同年６月11日（火）午後４時まで（土曜日、日曜日を除く。） 

イ 入札の日時 

平成25年７月１日（月）午後５時から同月８日（月）午後３時まで（土曜日、日曜日を除く。） 

ウ 開札日時及び場所は上記(1)ウに同じ。 

４ 仕様確認等 

(1) この一般競争入札に参加を希望する者は、入札しようとする物品の仕様書との適合性について、次によ

り必ず確認を受けること。 

  ア 受付期間 

    平成25年５月29日（水）から同年６月25日（火）までの午前10時から午後４時まで（持参の場合は、

正午から午後１時までを除く。） 

    なお、電子入札システムによる場合は、平成25年５月29日（水）から同年６月25日（火）まで（土曜

日、日曜日を除く。）の午前９時から午後８時まで（ただし、６月25日（火）は午後４時までとする。）

の間に提出すること。 

  イ 受付場所 

 前記３(1)アに同じ。 

  ウ 提出書類 

    カタログ等の仕様が確認できる書類 

  エ 提出方法 

    電子入札システム、持参又はＦＡＸにより提出すること。 

  オ 確認の結果 

    平成25年７月１日（月）午後５時までに通知する。 

(2) 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記(1)ウの提出書類に関し説明を求められ

た場合は、それに応じること。 

(3)  入札者は、上記(1)オで認められた物品で入札すること。 

５  その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

      契約希望金額の100分の５以上の額の入札保証金を平成25年７月４日（木）正午までに納入しなければな

らない。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証

書を入札保証金に代えて提出すること。 

 (3) 契約保証金 

契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険

会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代え

て提出すること。 

(4) 入札に関する条件 

    ア  入札は、所定の日時及び場所に入札書を持参、郵送等により行うか、又は電子入札をすること。 

    イ  所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日時までに提出されている

こと。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が平成25年７月16日

（火）まであること。 

ウ  入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

エ  同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 
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オ  連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

    カ  入札書に入札金額、入札者の氏名及び押印があり、入札金額が分明であること。 

なお、代理人が入札をする場合は、入札書に代理人の記名及び押印があること（電子入札を除く。）。 

キ  代理人が入札する場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。 

なお、電子入札の場合は、事前に承認された代理人に限る。 

ク 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと（電子入札を除く。）。 

ケ  再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。 

(ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

(ｲ) 初度の入札において、上記アからクまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ

に違反して無効となった者以外の者 

(5) 入札の無効 

      本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、仕様を満たさない者のした入札、提出書類

に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

(6) 契約書作成の要否 

     要作成 

(7) 落札者の決定方法 

入札説明書で示した物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則（昭和39年兵

庫県規則第31号）第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な

入札を行った者を落札者とする。 

(8) その他 

詳細は、入札説明書による。 

６ Summary for the Notice of General Competitive Tendering 

(1) Name and title of head of the procuring entity: 

Toshizo Ido, Governor of Hyogo Prefecture 

(2) Nature and quantity of the product to be purchased: 

15 Road management patrol cars 

(3)   Delivery period: Varies between November 1, 2013 and November 20, 2013, depending on the delivery 

places.  Details are provided in the specifications. 

(4) Delivery place: 

Nishinomiya Public Works Office 

Takarazuka Public Works Office 

Takarazuka Public Works Office (Sanda Sub-Branch) 

Kakogawa Public Works Office 

Kato Public Works Office 

Kato Public Works Office (Taka Branch) 

Himeji Public Works Office 

Kouto Public Works Office 

Tatsuno Public Works Office 

Tatsuno Public Works Office (Shisou Branch) 

Toyooka Public Works Office  

Yabu Public Works Office 

Tanba Public Works Office  

Sumoto Public Works Office  

(5) Deadline for the submission of tender application forms: 

16:00 May 11, 2013 

(6) Deadline for tender: 

15:00 July 8, 2013 by direct delivery, electronic bidding system 

17:00 July 5, 2013 by mail 

(7) Person to contact concerning the notice: 

Mr.Hashimoto, Personnel and Procurement Division, Treasury Bureau, Hyogo Prefectural Government 
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5-10-1 Shimoyamate-dori, Chuo-ku, Kobe, Hyogo 650-8567 

TEL (078)341-7711 extension 4947 
 

選挙管理委員会告示 

 

兵庫県選挙管理委員会告示第28号 

政見放送及び経歴放送実施規程（平成６年自治省告示第165号）第８条第６項の規定により、兵庫県知事選挙

において手話通訳士による手話通訳を付して政見を録画する放送事業者を次のとおり定める。 

平成25年５月28日 

兵庫県選挙管理委員会     

委員長 武 田 丈 蔵  

日本放送協会 

株式会社サンテレビジョン 
 

教 育 委 員 会 公 告 

 

入札公告 

兵庫県立香住高等学校実習船「但州丸」の老朽化に伴う代船建造基本設計業務委託に係る一般競争入札を次

のとおり実施する。 

平成25年５月28日 

契約担当者 

兵庫県教育長 高 井 芳 朗  

１ 委託内容  

 (1) 委託業務名 

   兵庫県立香住高等学校実習船「但州丸」代船建造基本設計業務 

 (2) 委託業務の内容 

   仕様書による。 

 (3) 履行期間 

   契約日から平成25年12月20日（金）まで 

 (4) 入札方法 

上記(1)について入札に付する。 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の５に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格と

するので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見

積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額で入札書に記載すること。 

２ 一般競争入札参加資格 

本件入札に参加できる資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たし、契約担当者による一般競争入札

参加資格の確認を受けた者であること。 

 (1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿

に登録されている者又は登録されていない者で下記３の（3）の入札開始日時までに物品関係入札参加資格

者として認定された者であること。 

 (2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

資格制限を受けていない者であること。 

 (3) 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書（以下「申込書」という。）の提出期限日及び当該入

札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者であること。 

 (4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法（平成11年法律第225

号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

 (5) 過去に、国、地方公共団体、法人税別表第一に掲げる公共法人（地方公共団体を除く。）又は建設業法施

行規則（昭和24年建設省令第14号）第18条に規定する法人から、実習船建造基本設計業務を受注した実績

がある者であること。 

３ 入札書の提出場所等 
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 (1) 申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 

   〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

   兵庫県教育委員会事務局高校教育課 担当 中前 

   電話（078）362－3817 

 (2) 申込書の提出期限、契約条項を示す時期及び入札説明書の交付期間 

   平成25年５月28日（火）から同年６月５日（水）まで（土曜日及び日曜日を除く。） 

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

 (3) 入札・開札の日時及び場所 

   平成25年６月11日（火）午前10時 兵庫県庁西館 １階小入札室 

 (4) 入札書の提出期限 

上記(3)の入札・開札の日時及び場所へ直接入札書を提出すること。ただし、郵送又は民間事業者による

信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条

第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便による入札については、平成25年

６月10日（月）午後５時までに、上記(1)の場所に必着のこと。 

４ その他 

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

 (2) 入札保証金 

   契約希望金額（入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額）の100分の５以上の額の入札保

証金を平成25年６月７日（金）午前11時までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に県を

被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出すること。 

   入札保証金又は入札保証保険証書の保険金額が契約希望金額の100分の５未満であるときは、当該入札は

無効となる。 

 (3) 契約保証金 

   契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険

会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代え

て提出すること。 

 (4) 入札者に求められる義務 

ア この一般競争入札に参加を希望する者は、申込書を平成25年６月５日（水）午後５時までに上記３の

(1)の場所に提出すること。 

イ 入札に参加する者は、入札・開札日の前日までの間において、契約担当者から上記アの申込書に関し、

説明を求められた場合はそれに応じること。 

 (5) 入札に関する条件 

  ア 入札書が、所定の場所に所定の日時までに到達していること。 

  イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日までに提出されているこ

と。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険契約が契約締結予定日（平

成25年６月14日（金））まであること。 

  ウ 入札者又はその代理人が、同一事項について２通以上した入札でないこと。 

  エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

  オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

  カ 入札書に入札金額、入札者の氏名及び押印があり、入札内容が分明であること。 

  キ 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。 

  ク 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

  ケ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。 

   (ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

   (ｲ) 初度の入札において、上記アからクまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ

に違反し無効となった者以外の者 

 (6) 入札の無効 

本公告に示した一般競争入札参加資格がない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった
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者のした入札、申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入

札は、無効とする。 

 (7) 契約書作成の要否 

   要作成 

 (8) 落札者の決定方法 

入札説明書で示した役務を提供できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則（昭和39年兵

庫県規則第31号）第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な

入札を行った者を落札者とする。 

 (9) その他 

   詳細は、入札説明書による。 

 

入札公告 

新通学区域における複数志願選抜合否判定システム作成業務委託に係る一般競争入札を次のとおり実施する。 

平成25年５月28日 

契約担当者 

兵庫県教育長 高 井 芳 朗 

１ 委託内容  

 (1) 委託業務名 

   新通学区域における複数志願選抜合否判定システム作成業務委託 

 (2) 委託業務の内容 

   仕様書による。 

 (3) 履行期間 

   契約日から平成26年３月20日（木）まで 

 (4) 履行場所 

   兵庫県（以下「県」という。）が指示する場所 

 (5) 入札方法 

上記(1)について入札に付する。 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の５に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格と

するので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見

積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額で入札書に記載すること。 

２ 一般競争入札参加資格 

本件入札に参加できる資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たし、契約担当者による一般競争入札

参加資格の確認を受けた者であること。 

 (1) 物品関係入札参加資格者として、県の物品関係入札参加資格（登録）者名簿に登録されている者又は登

録されていない者で下記３の(3)の入札開始日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であ

ること。 

 (2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

資格制限を受けていない者であること。 

 (3) 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書（以下「申込書」という。）の提出期限日及び当該入

札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者であること。 

 (4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法（平成11年法律第225

号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

 (5) 過去３年間に、国、地方公共団体、法人税別表第一に掲げる公共法人（地方公共団体を除く。）又は建設

業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）第18条に規定する法人から、電算システム開発業務を受注した

実績がある者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

 (1) 申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 

   〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

   兵庫県教育委員会事務局高校教育課 担当 大角 
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   電話（078）362－9447 

 (2) 申込書の提出期限、契約条項を示す時期及び入札説明書の交付期間 

   平成25年５月28日（火）から同年６月５日（水）まで（土曜日及び日曜日を除く。） 

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

 (3) 入札・開札の日時及び場所 

   平成25年６月14日（金）午前11時 兵庫県庁西館 １階大入札室 

 (4) 入札書の提出期限 

上記(3)の入札・開札の日時及び場所へ直接入札書を提出すること。ただし、郵送又は民間事業者による

信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条

第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便による入札については、平成25年

６月13日（木）午後５時までに、上記(1)の場所に必着のこと。 

４ その他 

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

 (2) 入札保証金 

   契約希望金額（入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額）の100分の５以上の額の入札保

証金を平成25年６月12日（水）午前11時までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に県を

被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出すること。 

   入札保証金又は入札保証保険証書の保険金額が契約希望金額の100分の５未満であるときは、当該入札は

無効となる。 

 (3) 契約保証金 

   契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険

会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代え

て提出すること。 

 (4) 入札者に求められる義務 

  ア この一般競争入札に参加を希望する者は、申込書を平成25年６月５日（水）午後５時までに上記３の

(1)の場所に提出すること。 

イ 入札に参加する者は、入札・開札日の前日までの間において、契約担当者から上記アの申込書に関し、

説明を求められた場合はそれに応じること。 

 (5) 入札に関する条件 

  ア 入札書が、所定の場所に所定の日時までに到達していること。 

  イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日までに提出されているこ

と。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険契約が契約締結予定日（平

成25年６月21日（金））まであること。 

  ウ 入札者又はその代理人が、同一事項について２通以上した入札でないこと。 

  エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

  オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

  カ 入札書に入札金額、入札者の氏名及び押印があり、入札内容が分明であること。 

  キ 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。 

  ク 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

  ケ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。 

   (ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

   (ｲ) 初度の入札において、上記アからクまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ

に違反し無効となった者以外の者 

 (6) 入札の無効 

本公告に示した一般競争入札参加資格がない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった

者のした入札、申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入

札は、無効とする。 

 (7) 契約書作成の要否 
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   要作成 

 (8) 落札者の決定方法 

   入札説明書で示した役務を提供できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則（昭和39年兵

庫県規則第31号）第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な

入札を行った者を落札者とする。 

 (9) その他 

   詳細は、入札説明書による。 
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